
映
画

種
類 第

二

千

八

百

三

号

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

ジ
ム
ノ
ペ
デ
ィ
に
乱
れ
る

弱
腰
Ｏ
Ｌ
控
え
め
な
腰
使
い

裸
の
未
亡
人
淫
ら
な
肉
体

巨
乳
だ
ら
け
渚
の
乳
喧
嘩

感
じ
る
つ
ち
ん
こ
ヤ
リ
放
題
！

黒
い
過
去
帳
私
を
責
め
な
い
で

題
名

等

(

火
曜
日)

日
活

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

配
給
会
社
名
等

目

次

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

私
学
振
興
・
青
少
年
課)

七
五
一
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

七
五
二

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

同

)

七
五
二

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

七
五
三

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

七
五
四

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(
環
境
生
活
政
策
課)

七
五
四

○
公
共
測
量
の
実
施

(
用

地

課)

七
五
五

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

技
術
検
査
課)

七
五
五

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
28年
11月
29日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

平成28年11月29日 岐 阜 県 公 報 第２８０３号( 751 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日



岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
川
上
字
丸
野
一
〇
五
八
の
九
、
一
〇
六
〇
の
九

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
丸
野
一
〇
五
八
の
九(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
一
〇
六
〇
の
九

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
蛭
川
字
南
洞
三
八
八
三
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

本
巣
市
根
尾
大
河
原
字
越
谷
口
二
一
一
、
二
一
二
の
一
の
一
、
二
一
三
か
ら
二
一
五
ま
で
、
二
一

六
の
一
、
二
一
八
の
一
、
二
一
八
の
二
、
字
大
洞
二
一
九
、
二
二
〇
の
一
、
字
栃
洞
二
二
四
か
ら
二

二
六
ま
で
、
二
二
七
の
一
、
二
二
七
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

第２８０３号 岐 阜 県 公 報 平成28年11月29日 ( 752 )



一
般
国
道

道
路
の
種
類

三
百
六
十

号 路
線
名

飛�
市
宮
川
町
打
保
字
ナ
リ

テ
山
九
八
五
番
八
一
地
先
か

ら同

市
同

町
種
蔵
字
ほ
う

そ
が
尾
七
六
二
番
一
三
地
先

ま
で 区

間

後
Ａ Ａ

前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･��、���･� 延

長
(

メ
ー
ト

ル)
Ａ
及
び

Ｂ
は
、

関
係
図

面
に
表

示
す
る

敷
地
の

区
分
を

い
う
。

備

考

県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

揖
斐
川

谷
汲
山
線

路
線
名

牧

田

関
ケ
原
線

路
線
名

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
大
字
三
輪

字
上
町
九
二
五
番
四
地
先
か

ら同

郡
同

町
大
字
同

字
同

五
九
二
番
一
地
先
ま

で
区

間

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須

字
片
平
四
〇
四
三
番
二
地
先

か
ら

同

郡
同

町
大
字
同

字
同

四
〇
四
七
番
一
地
先

ま
で 区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
本
巣
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

平成28年11月29日 岐 阜 県 公 報 第２８０３号( 753 )



道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

路
線
名

三
百
六
十

号 路
線
名

区

間

飛�
市
宮
川
町
打
保
字
ナ
リ
テ
山

九
八
五
番
四
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
種
蔵
字
蛇
淵
六
五

八
番
三
地
先
ま
で

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

平
成
��･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･��･�平成��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

県
道

道
路
の
種
類 県

道

牧

田

関
ケ
原
線

路
線
名

土

岐

可

児
線

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須
字
片

平
四
〇
四
三
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
同

字
同

四
〇
四
七
番
一
地
先
ま
で

区

間

土
岐
市
泉
町
久
尻
字
丸
石
一
四
五

九
番
二
九
地
先
か
ら

同

市
同
町
同

字
五
斗
蒔
一
四

五
四
番
一
地
先
ま
で��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･�
平
成
��･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･��･��

平
成
��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･��･�平成��･�･��

岐
阜
県
告
示
第
六
百
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項
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平
成
二
十

平
成
二
十

八
年
九
月

二
十
九
日

平
成
二
十

八
年
九
月

二
十
九
日

平
成
二
十

八
年
九
月

二
十
九
日

平
成
二
十

八
年
九
月

二
十
六
日

平
成
二
十

八
年
九
月

十
四
日

平
成
二
十

八
年
七
月

二
十
八
日

取
消
年
月

日

有
限
会
社

ギ
フ
コ
ン

ス
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
有

限
会
社

有
限
会
社

澤
井
産
業

長
村
電
気

株
式
会
社

丸
新
美
濃

瓦 株
式
会
社

瑞
穂
住
建

有
限
会
社

清
水
産
業

商
号
又
は

名
称

代
表
取
締

代
表
取
締

役

林
俊

通 代
表
取
締

役

澤
井

基 長
村
重
義

代
表
取
締

役

塚
本

修
久

代
表
取
締

役

安
藤

嘉
視

取
締
役

清
水
作
則

代
表
者
の

氏
名

岐
阜
市
茜
部
辰

岐
阜
市
三
田
洞

八
八
三
番
地
の

五 各
務
原
市
鵜
沼

羽
場
町
一
丁
目

一
五
三
番
地

山
県
市
高
富
三

五
七
番
地
三
九

土
岐
市
土
岐
津

町
土
岐
口
一
三

七
二
番
地
の
一

瑞
浪
市
南
小
田

町
一
丁
目
一
番

地 飛
騨
市
神
岡
町

和
佐
保
一
五
九

主
た
る
営
業
所

の
所
在
地

般
二
十
四
―

般
二
十
七
―

一
六
九
二
二

般
二
十
七
―

一
六
八
三
六

般
二
十
四
―

一
三
〇
四
一

般
二
十
四
―

一
三
〇
七
二

般
二
十
三
―

九
〇
六
〇

般
二
十
四
―

三
一
二
一

許
可
番
号

管
及
び
水
道
施
設
工

と
び
・
土
工
、
石
、

鋼
構
造
物
、
舗
装
、

し
ゅ
ん
せ
つ
及
び
水

道
施
設
工
事
業

建
築
工
事
業

電
気
工
事
業

土
木
、
と
び
・
土
工
、

管
、
鋼
構
造
物
、
舗

装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
及

び
水
道
施
設
工
事
業

建
築
、
大
工
、
と
び
・

土
工
、
屋
根
、
タ
イ

ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ

ク
及
び
内
装
仕
上
工

事
業

土
木
及
び
と
び
・
土

工
工
事
業

取
り
消
し
た
工
事
業

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
里
山
会

三

代

表

者

の

氏

名

福
田

勝
好

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
大
字
稲
富
二
三
三
四
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
西
濃
地
域
の
住
民
に
対
し
て
、
里
山
の
自
然
環

境
の
保
全
を
図
る
活
動
を
通
し
て
社
会
福
祉
の
促
進
や
防
災
環
境

を
整
え
る
事
業
を
行
い
、
自
然
を
愛
す
る
心
豊
か
で
健
康
的
な
地

域
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

岐
阜
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

用
地
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
一
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
市

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号(

廃
業
等)

の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
二
十

八
年
十
月

平
成
二
十

八
年
十
月

十
九
日

平
成
二
十

八
年
十
月

十
九
日

平
成
二
十

八
年
十
月

十
九
日

平
成
二
十

八
年
十
月

十
七
日

平
成
二
十

八
年
十
月

十
七
日

平
成
二
十

八
年
十
月

十
一
日

平
成
二
十

八
年
十
月

十
一
日

平
成
二
十

八
年
十
月

十
一
日

平
成
二
十

八
年
十
月

七
日

八
年
十
月

三
日

有
限
会
社

石
郷
石
工

竹
村
電
気

工
事

有
限
会
社

森
庄

岐
阜
藤
吉

工
業
株
式

会
社

株
式
会
社

ア
イ
デ
ア

株
式
会
社

ク
リ
エ
ー

ト
ハ
ウ
ス

21 株
式
会
社

技
研
ユ
ニ

テ
ィ

有
限
会
社

下
垣
内
建

設 土
屋
美
建

ニ
ワ
デ
ン

河
越
設
備

代
表
取
締

役

石
郷

竹
村
良
夫

代
表
取
締

役

森
本

庄
藏

代
表
取
締

役

島
田

吉
幸

代
表
取
締

役

宮
ノ

腰
伸
二

代
表
取
締

役

宮
ノ

腰
伸
二

代
表
取
締

役

大
附

勝
也

代
表
取
締

役

下
垣

内
友
和

土
屋
修

丹
羽
武
彦

役

河
村

隆
之

土
岐
市
曽
木
町

一
九
四
五
―
六

岐
阜
市
打
越
一

八
六
番
地
五

揖
斐
郡
揖
斐
川

町
谷
汲
神
原
一

二
一
九
番
地
一

岐
阜
市
花
沢
町

二
丁
目
一
番
地

高
山
市
石
浦
町

二
丁
目
九
六
番

地 高
山
市
石
浦
町

二
丁
目
九
五
番

地 高
山
市
石
浦
町

九
丁
目
三
五
番

地 高
山
市
滝
町
一

三
一
四
番
地
二

関
市
小
屋
名
七

六
五
番
地
四

中
津
川
市
加
子

母
一
〇
二
一
番

地
一

新
一
丁
目
一
六

四
番
地

般
二
十
五
―

六
〇
〇
二
五

般
二
十
四
―

一
〇
一
八
一

七 般
二
十
七
―

一
七
二
五
七

特
二
十
七
―

一
二
九

般
二
十
七
―

八
五
〇
三
一

二 般
二
十
四
―

一
六
六
五
八

般
二
十
八
―

八
五
〇
二
六

〇 般
二
十
四
―

一
六
六
一
二

般
二
十
七
―

七
五
四
八

般
二
十
七
―

一
五
〇
四
〇

一
〇
一
〇
九

八

と
び
・
土
工
工
事
業

電
気
工
事
業

土
木
、
建
築
、
と
び
・

土
工
、
石
、
屋
根
、

管
、
鋼
構
造
物
、
舗

装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
及

び
水
道
施
設
工
事
業

機
械
器
具
設
置
工
事

業 建
築
工
事
業

建
築
及
び
内
装
仕
上

工
事
業

建
築
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

大
工
工
事
業

電
気
及
び
消
防
施
設

工
事
業

事
業

平
成
二
十

八
年
十
月

二
十
六
日

平
成
二
十

八
年
十
月

二
十
六
日

二
十
五
日

柴
道
路

中
部
井
上

株
式
会
社

柴
博
文

代
表
取
締

役

宮
沢

礼
秀

敏
男

美
濃
加
茂
市
下

米
田
町
西
脇
一

四
四
七
―
一

可
児
市
広
眺
ヶ

丘
八
丁
目
七
三

番
地

三
〇

般
二
十
四
―

五
〇
〇
六
六

二 般
二
十
三
―

五
〇
〇
四
八

四 六

と
び
・
土
工
及
び
舗

装
工
事
業

建
築
工
事
業
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平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


